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 昨年 12月 16 日に，中央教育審議会から中間報告
「今後の学校の管理運営の在り方について」が公表
された。 

“地域運営学校”と“公設民営学校” 
 中間報告は，「地域が参画する新しいタイプの公
立学校の運営の在り方」（地域運営学校）と「公立

学校の管理運営の包括的な委託の在り方」（公設民
営学校）の二つのテーマを取り上げている。 
本紙の限られた紙面でその内容を紹介することは

無理だが，ポイントのみを掲げれば，次のとおりで
ある。 
〔地域運営学校の基本的な考え方〕 

① 学校運営の選択肢拡大の一つの手段で，教委の
判断により設置する。 

② 保護者等を含めた学校運営協議会を設置する。 

③ 運営協議会は，教育計画・予算計画等の承認と
ともに校長や教職員の人事についても関与する。 

④ 教職員人事など校長の裁量権を拡大する。 

⑤ 学校の自己評価に加え，教委による点検・評価
を行い，必要に応じて，指導・指定取消し等の是
正措置を行う。 

〔公設民営学校の基本的な考え方〕 
① 当面，幼稚園と高校を対象とすべきである。 
② 委託先は，学校法人など安定的経営基盤と実績

等を踏まえることが必要である。 
③ 手続きは地方自治法上の「指定管理者制度」を
活用する。 

④ 学校の自己評価に加え，教委による点検・評価
を行い，必要に応じて，指導・委託の取消し等の
是正措置を行う。 

 さて，こうした学校をどうみるか。正直なところ，

いずれもぜひ実現したい改革とは思えない。それで
もまあ，地域運営学校は，近年の学校改革の流れに
沿うものであり，学校運営の一つの選択肢として意

味があろう。 
 しかし，公設民営学校は，公教育として，果たし
てうまく機能するだろうか。 

“外部からの改革圧力”への懸念 
中教審は，公設民営学校について，経費の削減等
による教育の質の低下，生徒指導など短期の投資効

果が出ない部分の切り捨て，学校事故の責任の不明
確化，学校の閉鎖による教育を受ける機会の侵害等
の懸念を指摘している。 

 推進者はアメリカのチャータースクールをイメー
ジしているようだが，チャータースクールの現実は，
当初予想されたほどの効果はなく，むしろ最近は問

題の多いことが報道されている。 
 このところ，義務教育費国庫負担制度の見直し，
構造改革特区の推進，そして今回の地域運営学校と

公設民営学校の導入など，多くの教育関係者が疑問
視するような改革が課題となっている。 
これらの改革は，経済財政諮問会議，総合規制改

革会議，地方分権改革推進会議など，教育の外から
持ち込まれたものである。 
改革をすることで教育が本当によくなるならいい

けれど，もし悪くなったら，一体だれが責任をとる
のか。 

（ひしむら・ゆきひこ＝国立教育政策研究所名誉所員） 
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